
様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税課税台帳 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課税務係 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車所有者及び使用者の課税状況を管理し、公平

公正な賦課業務を行う。 

記録項目 氏名、住所、電話番号、車台番号、車両番号、車種区

分、年式等 

記録範囲 軽自動車税の賦課対象者 

記録情報の収集方法 軽自動車税課税台帳兼申告書、軽自動車税（種別割）申

告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課税務係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 家屋評価調書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 地方税法及び町税条例等の規定により、新増改築され

た家屋の評価を行い、課税台帳に登録された家屋の評

価及び所有者に関する情報を管理するもの。 

記録項目 氏名、住所 

記録範囲 家屋を新増改築した所有者 

記録情報の収集方法 届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 固定資産課税台帳 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 地方税法に基づき、固定資産税の賦課を適正に行う。 

記録項目 個人識別符号、氏名、住所 

記録範囲 固定資産税の課税対象者 

記録情報の収集方法 届出、登記済通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 償却資産申告書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 償却資産を所有する個人・法人より提出のあった申告

書について、課税の根拠資料として収集及び管理する。 

記録項目 氏名、住所 

記録範囲 償却資産申告対象者 

記録情報の収集方法 申告 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新築家屋減額申告書・住宅用地申告書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 地方税法及び町税条例等の規定により、新築された家

屋の減額及び住宅用地の申告を受付し、課税台帳に登

録された情報を管理するもの。 

記録項目 氏名、住所 

記録範囲 家屋を新築した所有者 

記録情報の収集方法 届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 相続人・相続人代表者申告書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 賦課期日現在において、現に土地、家屋を所有している

現実の所有者を納税義務者とするため届出を行うもの 

記録項目 氏名、生年月日、住所 

記録範囲 固定資産税の課税対象者 

記録情報の収集方法 届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 登記済通知書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産課税台帳に登記簿に登記されている土地・家

屋を登録し、賦課するもの 

記録項目 氏名、住所 

記録範囲 固定資産の所有者で登記異動のあったもの 

記録情報の収集方法 通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 納税管理人申告書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税の納税義務者が納税義務を負う町内に住

所、居所等を有しない場合に、納税管理人を定め申告す

る義務を課することよって、徴税の確保を図るもの 

記録項目 氏名、生年月日、住所 

記録範囲 固定資産税の課税対象者 

記録情報の収集方法 届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 未登記家屋名義人変更届・家屋滅失申告書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課資産税係 

個人情報ファイルの利用目的 未登記家屋の名義人が変更した場合や、家屋が滅失し

た際に届出により変更消去するもの 

記録項目 氏名、住所 

記録範囲 家屋の課税対象者 

記録情報の収集方法 届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まれない 

記録情報の経常的提供先  

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課資産税係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 □法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

☑法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険賦課台帳 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課税務係 

個人情報ファイルの利用目的 国保加入世帯の課税状況を管理し、公平公正な賦課業

務を行う。 

記録項目 氏名、住所、通知番号、保険証番号、宛名番号、世帯

番号、収入金額、所得金額、課税金額、徴収方法等 

記録範囲 国民健康保険税の賦課対象者 

記録情報の収集方法 住基情報、所得情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課税務係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 

  



様式第 1号 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 課税基本台帳 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称 

企画総務部税務課税務係 

個人情報ファイルの利用目的 住民の課税状況を管理し、公平公正な賦課業務を行う。 

記録項目 宛名番号、氏名、生年月日、住所、世帯番号、前年度

収入区分、前年度所得金額 

記録範囲 個人住民税の賦課対象者 

記録情報の収集方法 住民税申告、年末調整 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名 称)  企画総務部税務課税務係 

(所在地)  白糠町西１条南１丁目１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 ☑法第 60条第 2項第 1号 

(電算処理ファイル) 

□法第 60条第 2項第 2号 

(マニュアル処理ファイ

ル) 政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 


